
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における  
第一種特定化学物質の取扱について   

○第一種特定化学物質の特性  

難分解性（自然的作用による化学的変化を生じにくい）   

高蓄積性（生物の体内に蓄積されやすい）   

長期毒性（継続的に摂取される場合に人の健康を損なうおそれがある又は  

，高次捕食動物の生態・生育に支障を及ぼすおそれがある）   

○第一種特定化学物質に対する規制措置  

1．製造・輸入の許可制（法第6条～第12条）  

（経済産業大臣による1許可）   

2，使用製品の輸入禁止（法第13条）  
政令で定める製品について輸入禁止   

3．使用の規制（法第14条、第15条）  

閉鎖系のごく限られた用途以外禁止   

4．指定に伴う回収等の措置命令（法第22条、第32条）   

○第一種特定化学物質（政令指定）   

1 ポリ塩化ビフェニル   

2 ポリ塩化ナフタレン（塩素数が三以上のものに限る。）   

3 ヘキサクロロベンゼン   

4 アルドリン   

5 ディルドリン   

6 エンドリン  

7  D DT   

8 クロルデン類   

9 ビス（トリプチルスズ）＝オキシド（TBTO）  

10・N・N′－ジトリルーパラーフェニレンジアミン、N－トリル一日′－キシ  
リルーバラーフェニレンジアミン又はN・N′－ジキシリルーバラーフェニ  

レンジアミン  

11 二・四・六一トリーターシャリープチルフェノール  

12 トキサフェン  

13 マイレックス  

14 ジコホル  

15、ヘキサクロロブター1，3－ジエン  

（16 2－（2〃－1，2，3－ベンゾトリアゾールー 

ジーf e㌧r才一プチルフェノール）   



○第一種特定化学物寛が使用されている場合に輸入することができない製品  

第一種特定化学物質   製  

－ ポリ塩化ビフェニル   一潤滑油、切削油及び作動油  

二接着剤（動植物系のものを除く。）、パテ  

及び閉そく用又はシーリげ用の充てん料  

三塗料（水系塗料を除く。）、印刷用イン  

キ及び感圧複写紙  

四液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用  

の機器  

五油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入  

コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー  

六エアコンディショナ「、テレビジョン受  

信機及び電子レンジ   

ニ ポリ塩化ナフタレン（塩素数が三以上  一 潤滑油及び切削油   

のも のに限る。）   二木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤  

三塗料（防腐用、防虫用又はかび防止用の  

ものに限る。）   

三 アルドリン及びDDT   一木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤  

二塗料（防腐用、防虫用又はかび防止用の  

ものに限る。）   

四 ディルドリン   一木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止軌  

二塗料（防腐用、防虫用又はかび蛎止用の  

ものに限る。）  

三羊毛（脂付き羊毛を除く。）   

五 クロルデン顆   一木材用の防腐剤及び防虫剤  

二木材用の接着剤  

三塗料（防腐用又は防虫用のものに限る。）  

四防腐木材及び防虫木材  

五防腐合板及び防虫合板   

六 ビス（トリプチルスズ）＝オキシド   一防腐剤及びかび防止剤  

二塗料（異類、藻類その他の水中の生物の  

付着防止用のものに限る。）及び印刷用イ  

ンキ  

三漁網   

七 N，N’－ジト リルーバラーフェニレ  ー ゴム老化防止剤   

ンジアミン、N－トリルーN’－キシリ  

ルーバラーフェニレンジアミン、又はN，  

N’－ジキシ リルーバラーフェニレンジ  

アミン   

八 2，4，6一トリーターシャリープチルフ  一 酸化防止剤その他の調製添加剤（潤滑油   

エノール   用又は燃料油用のものに限る。）  

ニ潤滑油   

九 マイレックス   木材用の防虫剤   

＿ユ   



（参考）  

規制措置  

の内容   条 文   規 制 内 容  

製造及び輸   （製造）  

入の許可  第六条  第一種特定化学物質の製造の事業を営もうとする者は、事業所  

第七条  毎に許可を受けなければならない。  

第十条  また、製造設備の構造及び能力を変更しようとするときも許可  

が必要である。  

（輸入）  

第十一条  第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、その輸入数量等  

を明らかにした上で許可を受けなければならない。  

（許可の基準等）  

第八条  第一種特定化学物質の製造又は輸入に係る許可に際しては、製  

第九条  造又は輸入を行おうとする者に係る欠格条項の規定の他、製造儲力  

第十二条  又は輸入数量が当該第一種特恵化学物質の需要からみて過大では  

ないこと、製造設備が技術上の基準に適合したものであること等が  

必要。  

さらに、許可製造業暑が許可を受けた後、その構造設備が技術  

上の基準に適合しないものと認められた場合には、設備の修理、改  

善等を命ずることができる。   

製品の輸入  第十三条   海外において第一種特恵化学物質が使用されている製品があ  

の制限  リ、それが輸入される可能性がある場合には、原則として、その製品 

を政令指定して輸入を禁止する。   

使用の制限  第十四条   他の物による代替が困難であり、かつ当該製品の用途が主とし  

第十五条  て一般消費者の生活用ではない場合として特に政令において定め  

る用途以外には第一種特定化学物質を使用してはならない（試験研  

究のための使用は除く。）。  

第一種特定化学物質を業として使用しようとする者は、事業所ご  

とに、あらかじめ第一種特定化学物質の名称、用途等を届け出なけ  

れはならない（試験研究のための使用l草陰く．）。   

措置命令  第二十二条   第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するため  

第三十二条  特に必要があると認めるときは、当該化学物質又は当該化学物質が  

使用されている製品の製造者、輸入者又は使用者に対し、当該化学  

物質や製品の回収を図 

必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  

第一種特定化学物質の許可製造業暑苦しくは許可輸入者、届出使  

用者に対し、業務に関する報告をさせることができる。   
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